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施主支給専門店 ホーム・デポ 

     （運営会社：株式会社 ナチュラルハウス） 
 

  緊急事態宣言解除後の対応について 
 
新型コロナウイルス感染症につきまして、政府より 2020 年 4 月 7 日付で発令されており 
ました「緊急事態宣言」が、同年 5 月 25 日付けで解除されました。弊社においては、 
お客様、従業員とそのご家族、お取引先、その他関係各位の安全確保・感染予防、感染拡大

防止を最優先に考慮し、一部従業員を除き本社並びに各サテライトオフィスの従業員を 
テレワーク（在宅勤務）とするなど事業継続に向けた対応を随時実施してまいりました。 
今回「緊急事態宣言」は解除されましたが、現在実施している以下につきましては、 
当面の間、継続させていただくこととしましたので、お知らせいたします。 
新型コロナウイルスの一日も早い終息を祈念するとともに、お客様におかれましては 
ご不便お掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。 
 
１．現在弊社が行っている対応について 
 
(1) テレワーク(在宅勤務)の継続実施 
一部従業員を除き本社並びに各サテライトオフィスの従業員はテレワーク（在宅勤務）を 
継続させております。緊急事態宣言は解除されましたが、当面の間、継続させていただきつ

つ、国内感染状況に応じ時差出社や店舗再編など新しい働き方改革を実施していきます。 
 
(2) 社内外におけるオンライン化 
社内外におけるシステムを統一し、今後はお客様にオンラインでも各種ご対応ができる体制

を構築していきます。（Google Meet または Zoom） 
 
(3) 感染防止行動、健康管理の徹底 
毎日検温を行い、たとえ平熱であっても上長へ報告することとします。 
倦怠感や空咳等、風邪の症状がある場合は速やかに上長へ報告することとします。 
医療機関を受診する場合は、事前に医療機関等に電話で相談の上、受診することとします。 
手洗いを励行し、不要不急の外出等は原則控えるよう徹底することとします。 
 
２．従業員等に感染またはその疑いがある場合について 
 
PCR 検査を勧められる等、感染疑いの時点で上長へ報告し、感染拡大防止に向けて自宅 
待機の上、症状が軽い間はテレワーク（在宅勤務）を継続します。 
従業員等が陽性と診断された場合、当該本人は医療機関および保健所の指示に従います。 
また、保健所と連携の上、濃厚接触者の把握やオフィスの閉鎖、消毒などを順次行います。 



3．お問い合わせについて 

 
一部従業員を除き本社並びに各サテライトオフィスの従業員はテレワーク（在宅勤務）を 
継続のため、電話連絡につきましては「050-3823-7603」へご連絡下さい。なお、E メール

アドレス「info@homedepo.biz」 や「各種お問い合わせフォーム」からのお問い合わせも 
対応しておりますが、返信や対応が遅れる場合がありますことご了承ください。 
 
本件に関するお問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。 
ホーム・デポ（運営会社：株式会社ナチュラルハウス） 大代表 0276-75-3327 
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